
令和６年５月２１日 

 報道機関各位 北九州市都市戦略局 

 

 

第９２回 北九州市都市計画審議会を開催します 
 

 北九州市都市計画審議会を下記の内容で、開催いたします。 

都市計画は、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るとともに、将来の姿を決定する 

もので、都市計画審議会の議を経て定めることになっています。 

 

１．日 時  令和６年５月２７日（月）  1４：０0 ～１６：００（予定） 

 

２．場 所  ホテルクラウンパレス小倉 ２階 

       （北九州市小倉北区馬借一丁目２-1） 

 

３．議 題 

（付議事項） 

議題第400号 北九州広域都市計画区域区分の変更について（北九州市決定） 

市街化区域への編入 

議題第401号 北九州広域都市計画用途地域の変更について（北九州市決定） 

 市街化区域への編入 

 議題第402号 北九州広域都市計画下水道の変更について（北九州市決定） 

                排水区域の追加 

議題第403号 北九州広域都市計画地区計画の決定について（北九州市決定） 

               沼本町四丁目地区【小倉南区】 

議題第404号 北九州広域都市計画地区計画の決定について（北九州市決定） 

               舞ケ丘一丁目地区【小倉南区】 

（報告事項） 

議題第405号 区域区分見直しの基本方針の一部見直しについて 

議題第406号 市街化区域から市街化調整区域への区域区分の見直しについて 

 

 

４．委員名簿  別紙のとおり 

 

 ５．その他 

   会議資料は、下記ホームページに公開しています。 

   アドレス：https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/07900032_00001.html 

 

※ 報道関係者には、別に報道関係者席を設けています。 

※ 委員の闊達な発言を促すため、会議の冒頭（入場より審議開始まで）にかぎり写真、

ビデオ等を撮影することができます。 

 

 問い合わせ先 

都市戦略局都市計画課 TEL 093-582-2451  担当：上田(係長)、中原(課長) 

 



氏　名

1 異島　明子 北 九 州 商 工 会 議 所 女 性 会 副会長

2 泉　  優佳理 科 学 技 術 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 研 究 所 代　表

3 井手　江美 つ く し の く に 鑑 定 株 式 会 社 不動産鑑定士

4 井上　龍子 八 幡 駅 前 開 発 株 式 会 社 代表取締役社長

5 岩岡　優子 野 上 裕 貴 法 律 事 務 所 弁護士

6 内田　晃 北 九 州 市 立 大 学 副学長

7 木原　幹雄 北 九 州 市 農 業 委 員 会 農業委員

8 栗山　知子 産 業 医 科 大 学 産 業 保 健 学 部 講　師

9 小西　佐知恵 北 九 州 子 育 て 支 援 団 体 Humming bird 代　表

10 白木　裕子 NPO 法 人 ケ ア マ ネ ッ ト 21 代表理事

11 神　　陽子 九 州 国 際 大 学 法 学 部 教　授

12 長　  聡子 西 日 本 工 業 大 学 デ ザ イ ン 学 部 准教授

13 寺町　賢一 九州工業大学大学院工学研究院建設社会工学研究系 教　授

14 中川　由夏 株 式 会 社 Ａ Ｅ Ａ 設 計 室 一級建築士

15 松永　裕己 北 九 州 市 立 大 学 大 学 院 マ ネ ジ メ ン ト 研 究 科 教　授

16 田仲　常郎 北 九 州 市 議 会 議 員 （ 議 長 ） 自民党・無所属の会

17 本田　忠弘   　     　　　 　　〃　　  　        　　  (   副 議 長  ) 公明党

18 渡辺　均     　　　  　　 〃 自民党・無所属の会

19 渡辺　徹       　　　 　　〃 公明党

20 白石　一裕       　　　　　 〃 ハートフル北九州

21 山内　涼成       　　　　　 〃 日本共産党

22 藤木　信司 福 岡 県 警 察 本 部 交通部長

23 三上　久惠 北 九 州 市 自 治 会 総 連 合 会 副会長

24 大河内　哲子 北 九 州 市 女 性 団 体 連 絡 会 議 会　長

25 髙木　颯太 公 募

26 舛巴　晴美 公 募

　

　幹事　  政 策 局 長　　　　　 小林　亮介

 産 業 経 済 局 長　　　　　　 柴田　泰平

 都 市 戦 略 局 長 上村　周二

 都市戦略局計画部長 南　　孝昌

４号委員（市の区域内に住所を有する者）

　

北九州市都市計画審議会　委員名簿

令和6年5月

１号委員（学識経験のある者）

役　　　　　　　職

２号委員（市議会議員）

３号委員（関係行政機関又は福岡県の職員）


